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氏名   池永 昇   (２０１１年１１月) 
テーマー 
１．水質保全の一つとしての音羽川からの定期的な一定量の砂の補給について。 
２．河川空間の快適利用としての、オープンカフェー・河川浴場の設置について。 
３．多様な生態系保存のための中洲・ 寄州管理の見直しについて。 

提言したい意見 
１． 砂防ダム・護岸のコンクリート化の影響により、鴨川に流れ込む砂の量がどれほ

ど減り、またそれがどのような環境・生態系上の影響を鴨川に与えたのかは検証する

必要がある。その一つとして、砂による河川の洗浄作用(大雨にのみ頼ることなく、
通常の流れにより砂が川底の藻や有機物を洗い去る)が減少し、川底を汚くしている
可能性がある。例えば、音羽川の砂が一定量流れれば、高野川から川下の河川が見違

えるように綺麗になるのは経験則から明確である。実験的に試みる価値は十分にある。

砂防ダムに貯まった砂を一定量定期的に砂防ダムの下に移動させる、もしくは水の抜

ける穴を大きくし、砂の流れる量を増やす等。 
２． 鴨川をより楽しくすることに意を注ごう。三条大橋から出町柳間に２ヶ所位のオ

ープンカフェイの設置を提案したい。これもまた、新しい楽しみ方を提供するという

ことである。観光客も集まる(京銘菓やお茶を味あう等)鴨川の名所にしたいものであ
る。また、高野川の宝ヶ池子供の楽園前の河川と、加茂川の産廃施設の在る上流部に、

河川浴場公園を設置し、大人も泳ぎを楽しめる場所の設営を提案したい。泳げるとい

うことはとりもなおさず市民が水の水質に注意を向けるということでもある。 
３． 中洲・寄州の撤去は河川工学の観点(洪水の予防)から提案されているが、寄州に関
しては護岸の観点からしても見直す必要が在ると推察される。生態系保存の観点から

は、避難場所を失くしたホタルや小魚や諸々の生物が大雨の激流で流され壊滅的打撃

を受けた場所が存在する。上流部の中州・寄り州の撤去が行われた高野橋の下流域で

は、撤去１年目で９割がたのホタル・小魚が姿を消し、２年目でホタルは回復するど

ころか残り１割の過半数が姿を消した。ホタルの幼虫のエサとなるカワニナが全く発

見されないところを見れば５～６年での再生は不可能である。また、陽光を受け銀色

に光る魚の姿は何年先に見えるのか。このことからすれば、１０年のサイクルで中

州・寄州をこれまでと同じやり方で撤去し、少なくとも生態系の復旧に５～８年が必

要とすれば、生態系保護などというテーマーはお題目にすぎないものとなってしまう。

撤去のサイクルを伸ばすということ(必要なら、雨量のピーク時の一定量の水量を植
物園や宝ヶ池公園等を遊水地として利用)、撤去のやり方・撤去後の形状・時期等を
再考するということが必要である。また、出町柳から下流はさながら京都らしい風流

さとは無縁の綺麗な運河の様相を示すようになってきているが、(七条大橋の上流に
は綺麗な川草が水中に生え揃い魚の宝庫となっていたが、今は石ころだけの綺麗な川

である)このような有様を是とするか市民アンケートを取る必要がある。 

 資料８



 資料８



 資料８



 資料８



 資料８



意見発表様式

　②「良好な関係を維持推進する開発が必要」となります。人は自分を取り巻く環境や変化

　に敏感に反応し行動します。その視点で、快適空間作りが重要で①②の課題が見えます。

２：のテーマについて

　今まで会議で話し合われてきた多くの課題、災害治水、景観保全、自然破壊、生態系破壊

　上流域森林保全、上流域の産業廃棄物工場、迷惑行為、イベントのあり方、開発の方向性

　等など、様々な問題が有ります。その一部を改善するのには、鴨川を利用する多くの人々

　が鴨川に対する理解が進めば少なからず改善するのではないでしょうか。例えば、河原で

　ゴルフクラブを振る人、小学校の体育大会で河原を多くの父兄や見物人で、散策路をふさぐ、

　ゴミや食べ残した食物の散乱、野鳥への過度な餌やり、産業廃棄物処理工場のあり方等など

　利用者の意識向上により、改善出来る事が多々あると考えられます。では、如何すれば？

　その方法は、情報発信啓蒙です。今までも行政から幾つか情報発信は行われていますが、

　もっとメディアを使った広報活動を考えると良いと思います。鴨川には歴史、文化、芸術、

　伝統、庶民生活、皇室との関わり、身近な動植物自然等など多くの鴨川の特徴的資産資質

　が有ります。これらの素材を体系的に組み立て、いくつかの広報目的を設定、その目的

　ごとに広報戦略を立案、戦略実行計画を作、実行予算を計上し実施することはそれほど困

　難では無いでしょう。例えば、鴨川環境を良くしようと整備計画を実施していても、府民が何

　の為の工事をしているのかをもっと理解してもらい、鴨川が持っている財産を知ってもらう為

　テーマで③「府民コミニケーション広報戦略」の課題が見えます。

　上記、２テーマから①②③の課題を意見として提案します。また課題解決の為、必要で有れ

　仮に、京都に鴨川が無かったとしたら、都市空間は、人々の暮らしはどの様になっているで

　協議を進める事が重要だと考えます。

１：のテーマについて

　鴨川を利用する人々は老若男女京都府民や来京者との捉え方だけではなく、さらに細分

　化した見方が必要なのではないでしょうか。例えば別紙参照事例のように、「想像するに、

　一人暮らしの経済的に豊かではない老人」「客観的論理的視点で鴨川を楽しむ人」、また、

　のベースに、さらに実態感を持ち多角的視野を持つ必要があるのではと感じます。

氏　名 　髙　橋　恭　弘

テーマ
１：鴨川の恵みと府民の最適な関係の多角的視点での検証について

２：鴨川の特徴的資質と抱えている問題を、どのように情報発信し関心を高めるかについて。

　等など生活環境により様々です。この会議のメンバー方々には当然の認識でしょうが、議論

　　はじめに、第２次鴨川府民会議に参加し、鴨川が持つ多くの魅力と問題が個々明確に

　なり、この会議が将来の鴨川のあるべき姿に大きな役割を担っている事を認識しました。

　その上で「京都府鴨川条例」「整備計画」「鴨川府民会議」などの内容を精査し継続的に

　鴨川に来る人々はどの様な期待を持ち、どの様に川と接しているか等深く考える事が必要

　があるのではないでしょうか。府民にとって鴨川はどの様な存在なのか？。

　幼児や小学生が鴨川と触れあう、スポーツを楽しむ人、弁当を食べる人、犬と一緒に散歩

　をする人、通勤に使う人、表現が適切では無いかも知れないが社会的弱者と言われる人、

提　案
したい
意　見

　府民との対話が大事だと思います。これが意識向上になり、理解改善に繋がります。この

　ば、第２７条にある条例の見直しの検討も同時に意見として提案したいと思います。

　しょう。そんな事を考えると、鴨川の存在価値観がさらに見えてくると思います。

　ここで、①「鴨川と人との良好で適切な関係はどうあるべきか」多角的認識が必要であり、
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意見発表（参考資料） 
 

鴨川会議 「野鳥餌やりについて」 
散策者との注目すべき会話事例 

2011.11.1 
公募メンバー 髙橋恭弘 

 
(事例１) ９月５日(月)午前１０：００頃、 

犬の散歩時、 北山橋下流 
     高齢女性１人（８０歳前後？） 
 
 ◎鳩に餌やりをしていた女性に意識喚起を 

    ・野鳥の鳩に餌やりをする事は、生態系を崩し糞害を近隣に及ぼしたり、トンビ 
が人の弁当等を捕りに来たりすることの原因になったり、その時に人に怪我を
させたりするので、餌やりはお止めになった方が良いですよ。 

＊あなた方みたいに裕福な人は立派な犬を飼って楽しめるけれど、私にはそんな
こと出来ない。時々残したパンをちょっと鳩にやるくらいしか楽しみが無いの
に、何であかんの？ 

 ＊こんな１０羽か２０羽のハトの糞害って、そんなに問題？私には関係ない。 
＊なぜ貴方になんでそんなこと言われなければならないの？ 

 ＊人の楽しみを奪って嬉しいの？私にはこんな事しか楽しみないのに・・・。 
 
 
(事例２) １０月１０日(月・祝)午後３：００頃  

ランニング中、出雲路橋付近 
     初老の夫婦２組 
 
 ◎上記（１）同様に野鳥への餌やりをしていた人々に意識喚起を促す。 
 ＊まず初老の男性が、＊野鳥の生態系を崩しているとは何を根拠に話されているの

ですか？ 
 ＊野生の生態系で正しい自然の状況とは、何を基準にどう判断されるのですか？ 
 ＊また、野鳥の総数に(総数を確認しているのか？)対して、今の餌やり(２～３０羽

程度の野鳥)が全体にどの様な生態系に影響を与えているのですか？ 
 ＊その検証はされているのですか？ 
 ＊実際の生態系破壊はどの程度なのか？本当に深刻な問題なのでしょうか？その様

には感じられないが？ 
 ＊野鳥への餌やりが自然の生態系を破壊するのであれば、少し飛躍かもしれないが、

鴨川河川全体を自然の状態から治水や公園化をすること自体が自然破壊であり野
鳥やその他生物の生態系を壊している事になるのではないのか。 

 ＊鴨川は多くの人々の憩いの場で有るはずではないのか？その憩い安らぎの方法が
自然生態系を破壊すると言うのは飛躍すぎるのではないか？ 
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＊大都市の中での河川の位置づけは、自然環境野生動植物保護等々と共存（当然人
も）するものであり、野鳥への餌やりもその共存関係として認識しなくてはなら
ないのでは？ 

 ＊例えば、幼い子供たちが、野鳥に餌をやる事で心が安らかになり、多くの事を学
老人が鳥と戯れ安らぎを得るなどなど、いろんな目には見えない良好な事が有る
でしょう。 

 ＊野鳥の餌やりが自然環境生態系破壊と言うなら、鴨川で人が飲食残を河原に残し、
ペットの犬が大小便を(例え糞は持ち帰ったとしても、小便は残る)、休日の夕刻
にはゴミ箱からゴミが溢れている。お花見シーズンの賑わいや、春の植物園横の
河川での飲食イベント(鴨川四季の日？)、夏の四条界隈でのイベント等などは自
然環境生態系破壊そのものではないのか？ 

 ＊また同じく自然破壊や生態系破壊と言うなら、上流で産業廃棄物が河川にあるの
はどの様な認識なのか？それに比較し、私達がほんの１枚のパンくずを野鳥に与
える事などは、生態系破壊と言うのは、どうも理解できないが。 

 
等などと意見を聞いた。 
 
 
●上記２例で感じた事は 
 鴨川会議での大勢の意見・考えでは「野鳥への餌やり」が生態系破壊を引き起こす 
要因で改善すべき案件であるとの認識でしたが。上記２例を実態感した後、再度客
観的多角視点で「鴨川と人とのあり方」を考え直さなければ、ならないのではと感
じました。 

 
●感じた事を箇条書きにすると（一例） 
 
１） 大都市における河川である鴨川のあるべき姿は、あり方は。 
２） 鴨川と府民や市民また観光客との関係はどうあるのか。 
３） 鴨川が人々に与える憩いや安らぎと言う事は何か？ 
４） 鴨川河川の利用頻度の多い所について、多々な規制で枠を作るのが良いか？ 
５） 人と川との関わりが時代と共に変化することへの対応は？ 
６） 自然環境や動植物の生態系の変化についての再認識が必要なのではないか？ 
７） 50年～100年先の鴨川の環境を考えると、上流の産業廃棄物工場の問題は。 
８） 50年～100年先を見据えた環境保全と開発や整備のあり方は。 
 
等などが考えられます。長期視点やいろんな考え感じ方の視点で、鴨川会議メンバ
ー・行政メンバーが問題課題を共有し更に精査しながら鴨川のあるべき姿を再構築
することが大切ではないかと感じています。 
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